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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月４日（日） １３時１５分ごろ 

発生場所 三重県志摩
し ま

市甲賀
こ う か

漁港東方沖 

 志摩市所在の甲賀港第１防波堤灯台から真方位０９０°１.４海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１９.３′ 東経１３６°５５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート 綾風
あやかぜ

、５トン未満 

２４３－３４２１０三重、個人所有 

７.６０ｍ（Lr）×２.６４ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１３６.８０kＷ、平成１２年１０月 

Ｂ 漁船 川
かわ

誠
せい

丸、２トン 

ＭＥ３－５２００１（漁船登録番号）、個人所有 

８.７０ｍ（Lr）×２.２１ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、昭和５８年９月６日 

第２４３－２１２７８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１５年１２月５日 

    免許証交付日 平成２０年１１月２５日 

           （平成２５年１２月４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年７月１２日 

    免許証交付日 平成２２年６月２３日 

           （平成２７年７月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首及び船底外板に擦過傷、シューピースに曲損等 

Ｂ 船首楼右舷外板に亀裂、マストの折損、アウトリガーの折損等 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、トローリングを終え、平成２５

年８月４日１３時００分ごろ、三重県鳥羽市所在のマリーナ（以下

「本件マリーナ」という。）へ向けて帰途につき、船長Ａが操舵室右

舷の椅子に腰を掛けて操船し、自動操舵の針路を志摩市安乗埼
あのりさき

に向け

る北に設定して約１５ノットの対地速力で航行した。 

船長Ａは、視界が良好であり、Ａ船の付近及び予定針路上に船舶が

いないことを目視で確認できたので、８Ｍレンジとして作動させてい

たレーダーの画面を監視せず、椅子に腰を掛けた姿勢で釣りの用具を

片付けながら、時々、目視での見張りを行った。 

船長Ａは、衝突の約５分前に自動操舵の針路を約５度西へ変針し

た。 

船長Ａは、変針の際、前路及び周辺の確認をしたが、Ｂ船を認めな

かった。 

Ａ船は、１３時１５分ごろ、甲賀港第１防波堤灯台（以下「第１防

波堤灯台」という。）から０９０°（真方位、以下同じ。）１.４Ｍ付

近を北進中、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突し、Ｂ船の前

部甲板の上を乗り越え、Ｂ船の甲板上に設けられたアウトリガーをＢ

船の左舷側へ折り曲げて海面に着き、Ｂ船の左舷方約１００ｍで止ま

った。 

船長Ａは、他船を乗り越えたような衝撃を感じ、後方を振り返って

初めてＢ船を認め、衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、釣りを行うた

め、第１防波堤灯台から０９０°１.４Ｍ付近において、０８時００

分ごろ、船首を東に向けて主機を止め、黒球をマストに掲揚して錨泊

を開始した。 

船長Ｂは、船首右舷側付近で座り、竿
さお

を右舷側に出して竿のある方

を見ながら、同乗者Ｂは、船尾左舷側付近で座り、竿を左舷側に出し

て竿のある方を見ながらそれぞれ釣りを始めた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、時折、周囲を見回しながら、釣りを続けて

いたところ、船長Ｂが、右舷前方４５°約１,０００ｍにＢ船の方向

へ向かって来るＡ船を初認し、Ａ船が避けてくれるものと思い、Ａ船

の動静に注意しながら、釣りを続けた。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ａ船が約３００ｍまで接近しても、針路を

変えず、速度を落とすことなく、更に近づいて来るので、衝突の危険

を感じ、Ｂ船の存在を知らせようとして共に手を振り、大声で叫んで

注意喚起をしたが、Ａ船が気付いた様子がないことから、Ａ船が約１

００ｍまで接近したところで、衝突の危険を感じ、船長Ｂが船首から

操舵室左舷の通路へ逃げた。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の前部甲板の上を乗り越えて行くとき、初め

てＡ船のエンジン音を聞き、Ａ船の船首部と衝突して左舷側へ折り曲
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げられたＢ船のアウトリガーを大腿
たい

部に受けて跳ね飛ばされて海に転

落し、船尾にいた同乗者Ｂによって船上へ引き上げられた。 

船長Ａ及び同乗者Ｂは、携帯電話で本件マリーナ及び１１８番へ本

事故発生の通報を行い、救助を要請した。 

船長Ｂは、来援した本件マリーナの救助艇及び救急車で病院へ搬送

され、右大腿部打撲と診断された。 

Ａ船は、自力航行し、Ｂ船は、来援した本件マリーナの救助艇にえ
．

い
．
航され、本件マリーナに着いた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長Ａは、大王埼南方沖でトローリングをすることが多く、本事故

時の航行経路を何回も航行した経験があった。 

船長Ａは、ふだんはフライングブリッジと呼称される操舵室上部の

操船場所で操船していたが、本事故当時には夏の日差しを避けるため

に操舵室で操船した。 

船長Ａは、操舵室で年間４回程度操船していた。 

船長Ａは、フライングブリッジより眼高の低くなる操舵室からは、

船首及び船首に配置されたウインチ並びに船首浮上によって死角（視

界が制限される状態）が生じ、前方にいる船舶を視認しにくいので、

ふだんは立ち上がり、船首死角を補う見張りを行っていたが、本事故

当時には、椅子に腰を掛けて見張りを行っていた。 

船長Ａは、双眼鏡を使用して見張りを行っていなかった。 

Ａ船は、航海計器、舵、主機関等に故障はなかった。 

Ｂ船は、船体中央付近の船尾寄りに三方を風防に囲まれた操船コン

ソール付きの操縦席があり、マグネットコンパス、ＧＰＳ、魚群探知

機等が備えられ、操縦席後部側は、作業スペースとなっていた。 

船長Ｂは、釣り歴が約１０年以上であり、本事故発生海域での釣り

を月に１～２回行っていた。 

船長Ｂが、主機を始動するには約１分を要した。 

船長Ｂは、Ｂ船が重さ約２０kg の錨及び径約２０mm の錨索を使用

していたので、錨を揚げ、又は錨索を切断し、衝突を回避する余裕は

ないと思っていた。 

Ｂ船は、本事故当時、舵、機関等に故障はなかった。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、出港時から救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、甲賀漁港東方沖を自動操舵で北進中、船長Ａが、同港東方

沖には他船はいないものと思い、Ａ船の船首及び船首ウインチ並びに
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船首浮上によって生じた死角を補う見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、甲賀漁港東方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に接近して来る

Ａ船が針路を変えてくれるものと思い、Ａ船の動静に注意していたと

ころ、Ａ船が右舷前方約３００～１００ｍまで接近したので、手を振

り、発声したが、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、甲賀漁港東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が錨泊

中、船長ＡがＡ船の船首及び船首ウインチ並びに船首浮上によって生

じた死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・周囲に他船を認めない場合でも、レーダーレンジを切り換えるな

どし、常時適切な見張りを行うこと。 

・汽笛を設備しない小型船舶は、代替手段となる音響信号を備え、

身近に置いておくことが望まれる。 

 


